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論　
　
　

説被
告
の
事
業
活
動
に
基
づ
く
国
際
裁
判
管
轄野　

　

村　
　

美　
　

明

は　

じ　

め　

に

一 

外
国
法
人
等
の
一
般
管
轄

　

1　

外
国
法
人
等
の
普
通
裁
判
籍
に
基
づ
く
一
般
管
轄

　

2　

一
般
管
轄
─
比
較
分
析

　
　
（
1
）
第
一
段
階
：
二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
年
）
以
前

　
　
（
2
）
第
二
段
階
：
二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
年
）
～
二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）

　
　
（
3
）
第
三
段
階
：
二
〇
〇
五
年
（	
平
成
一
七
年
）
～
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）

二　

外
国
法
人
等
に
適
用
さ
れ
る
新
し
い
裁
判
管
轄
ル
ー
ル

　

1　

外
国
法
人
等
に
対
す
る
一
般
管
轄
権
の
廃
止

　

2　

事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
業
務
に
関
す
る
管
轄
権

　

3　

日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
管
轄
権

　
　
（
1
）
日
本
に
お
け
る
代
表
者
が
い
る
被
告

　
　
（
2
）
日
本
に
拠
点
が
な
い
被
告

　
　
（
3
）
米
国
の
事
業
活
動
（doing business

）
管
轄
再
説

お　

わ　

り　

に
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は　

じ　

め　

に

　

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
（H

ague Conference on Private International Law

）
は
、
国
際
裁
判
管
轄
権
お
よ
び
外
国
判
決
の

承
認
・
執
行
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
国
際
的
調
和
を
目
指
し
て
、「
民
事
及
び
商
事
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権
及
び
外
国
判
決
に
関
す

る
条
約
」
を
作
成
す
る
た
め
に
、
一
九
九
四
年
か
ら
審
議
を
開
始
し
た
（「
ハ
ー
グ
判
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」）。
し
か
し
、
二
〇
〇
一
年
、

会
議
で
の
限
ら
れ
た
時
間
と
資
源
で
は
合
意
に
至
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
に
、
判
決
の
承
認
・
執
行
と
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
か
ら

な
る
当
初
の
包
括
的
な
条
約
作
成
の
試
み
は
断
念
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
作
業
の
対
象
は
「
商
事
事
件
に
お
け
る
管
轄
合
意
条
約
に
縮
小

さ
れ
」、
二
〇
〇
五
年
六
月
三
〇
日
に
採
択
さ
れ
た
管
轄
合
意
条
約
に
結
実
し
た
（
未
発
行
）。

　

ハ
ー
グ
判
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
包
括
的
な
条
約
作
成
が
失
敗
し
た
大
き
な
原
因
は
、
法
廷
地
に
住
所
等
を
有
し
な
い
被
告
の

活
動
を
裁
判
管
轄
の
基
礎
に
で
き
る
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
管
轄
の
考
え
方
と
米
国
型
の
考
え
方
と
の
調
整
が

で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
米
国
で
は
、
①
州
内
の
継
続
的
な
「
事
業
活
動
（doing business

）」
は
訴
え
の
種
類
を
問
わ
な
い
一

般
的
な
管
轄
原
因
と
し
て
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
②
継
続
的
に
は
至
ら
な
い
「
取
引
行
為
（transacting business

）」

に
つ
い
て
は
、
訴
え
が
そ
の
行
為
か
ら
生
じ
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
特
別
の
管
轄
原
因
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。

　

一
九
九
九
年
の
条
約
草
案
で
は
、
①
の
よ
う
な
継
続
的
事
業
活
動
に
基
づ
く
一
般
的
な
裁
判
管
轄
は
禁
止
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
管
轄

に
基
づ
く
外
国
判
決
の
承
認
を
拒
絶
す
べ
き
と
し
つ
つ
、
こ
れ
に
対
す
る
妥
協
と
し
て
、
②
に
対
応
す
る
よ
う
な
、
被
告
の
活
動
で
あ

っ
て
紛
争
に
関
係
を
有
す
る
も
の
は
、
判
決
が
承
認
執
行
さ
れ
る
た
め
の
必
要
十
分
な
管
轄
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

　

日
本
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
は
、
長
ら
く
、
民
事
訴
訟
法
の
国
内
土
地
管
轄
規
定
に
依
拠
し
て
定
め
ら
れ
て
き
た
。
土
地
管
轄

規
定
は
、
被
告
の
住
所
地
の
よ
う
に
、
普
通
裁
判
籍
（
訴
え
の
種
類
を
問
わ
な
い
一
般
的
な
国
際
的
管
轄
原
因
と
な
り
う
る
）
と
し
て

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
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）

（
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）

（
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）
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固
定
さ
れ
た
管
轄
を
定
め
る
と
同
時
に
、
特
別
裁
判
籍
（
個
別
の
訴
え
に
つ
い
て
の
国
際
的
管
轄
原
因
と
な
り
う
る
）
と
し
て
、
義
務

履
行
地
、
営
業
所
所
在
地
あ
る
い
は
不
法
行
為
地
を
定
め
て
い
た
（
そ
れ
ぞ
れ
、
現
行
民
訴
法
五
条
の
一
号
、
五
号
お
よ
び
九
号
参

照
）。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
は
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
管
轄
を
否
定
す
る
従
来
の
判
例
理
論
（「
特
別

の
事
情
論
」）
を
除
け
ば
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
が
定
め
る
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
裁
判
管
轄
規
定
に
属
し
、
継
続
的
な
「
事
業
活
動

（doing business
）」
や
継
続
的
に
は
至
ら
な
い
「
取
引
行
為
（transacting business

）」
を
基
礎
と
す
る
米
国
型
の
活
動
ベ
ー
ス

の
裁
判
管
轄
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
一
年
の
民
訴
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
新
た
な
国
際
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
の
な
か
に
、
被
告
の
事
業
活
動
に

基
づ
く
特
別
管
轄
の
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
民
訴
法
三
条
の
三
第
五
号
は
、
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
訴

え
が
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
日
本
に
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
米
国
型
の
活
動
ベ
ー
ス
の
管
轄
が
ど
の
よ
う
に
民
事
訴
訟
法
に
導
入
さ
れ
た
か
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
で
は
、

外
国
法
人
等
に
対
す
る
訴
え
の
種
類
を
問
わ
な
い
一
般
的
な
国
際
裁
判
管
轄
原
因
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
二
で
は

い
か
な
る
要
素
が
被
告
の
活
動
を
基
礎
と
す
る
管
轄
規
定
の
制
定
を
促
進
し
た
か
に
つ
い
て
、
米
国
の
事
業
活
動
（doing busi-

ness

）
と
取
引
行
為
（transacting business

）
の
管
轄
ル
ー
ル
を
比
較
し
な
が
ら
説
明
を
試
み
る
。

　

な
お
、
日
本
の
裁
判
所
に
対
す
る
有
効
な
専
属
管
轄
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
日
本
に
国
際
裁
判
管
轄
が
あ
る
場
合
で
も
、
特

別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
訴
え
の
却
下
を
認
め
る
民
訴
法
三
条
の
九
の
規
定
も
、
米
国
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

（
不
便
宜
法
廷
）
の
法
理
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
考
察
に
必
要
な
限
り
で
言
及
す
る
。

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
20
）
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）
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一　

外
国
法
人
等
の
一
般
管
轄

　

平
成
二
三
年
改
正
に
よ
っ
て
民
事
訴
訟
法
に
国
際
裁
判
管
轄
規
定
が
設
け
ら
れ
る
ま
で
は
、
日
本
の
民
事
裁
判
管
轄
は
、
マ
レ
ー
シ

ア
航
空
事
件
判
決
と
フ
ァ
ミ
リ
ー
事
件
判
決
で
最
高
裁
が
明
ら
か
に
し
た
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
た
。
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事

件
判
決
は
、
被
告
住
所
地
管
轄
の
例
外
と
し
て
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
日
本
と
事
件
と
の
間
に
ど
の
よ
う

な
法
的
関
連
が
存
在
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
一
般
的
命
題
を
設
定
し
、
当
事
者
間
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
内
容
と
す
る
条

理
を
解
釈
原
理
と
し
、
日
本
の
民
訴
法
の
規
定
す
る
裁
判
籍
の
い
ず
れ
か
が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
は
、
日
本
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ

た
訴
訟
事
件
に
つ
き
、
被
告
を
日
本
の
裁
判
権
に
服
さ
せ
る
の
が
条
理
に
か
な
う
と
い
う
定
式
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
事
件
判
決
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判
決
の
定
式
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
の
後
の
多
数
の
下
級
審
判
決
に
従
い
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
「
特
段
の
事
情
論
」
に
よ
っ
て
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
を
再
構
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
我
が
国
で
裁
判
を
行
う
こ
と
が
当
事
者

間
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
反
す
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
我
が
国
の
国
際

裁
判
管
轄
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

1　

外
国
法
人
等
の
普
通
裁
判
籍
に
基
づ
く
一
般
管
轄

　

マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判
決
で
用
い
ら
れ
た
国
内
土
地
管
轄
原
因
の
一
つ
は
、「
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
事
務
所
又
は
営
業
所
」
で

あ
っ
た
。
平
成
八
年
改
正
前
民
訴
法
四
条
一
項
お
よ
び
三
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

第
四
条
一
項　

法
人
其
ノ
他
ノ
社
団
又
ハ
財
団
ノ
普
通
裁
判
籍
ハ
其
ノ
主
タ
ル
事
務
所
又
ハ
営
業
所
ニ
依
リ
、
事
務
所
又
ハ
営

業
所
ナ
キ
ト
キ
ハ
主
タ
ル
業
務
担
当
者
ノ
住
所
ニ
依
リ
テ
定
ル

（
23
）

（
24
）

（
25
）
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三
項　

第
一
項
ノ
規
定
ハ
外
国
ノ
社
団
又
ハ
財
団
ノ
普
通
裁
判
籍
ニ
付
テ
ハ
日
本
ニ
於
ケ
ル
事
務
所
、
営
業
所
又
ハ
業
務
担
当

者
ニ
之
ヲ
適
用
ス

　

マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
で
は
、
被
告
は
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
の
会
社
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
マ
レ
ー
シ
ア
法
人
で
あ
り
、
本
店
を

マ
レ
ー
シ
ア
に
置
き
、
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
定
め
、
そ
し
て
東
京
で
営
業
所
を
開
設
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
の
本
店

（
主
た
る
営
業
所
）
が
外
国
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
訴
法
四
条
三
項
の
事
務
所
の
存
在
に
よ
っ
て
、
日
本
の
裁
判
所
の
一
般
的

な
裁
判
管
轄
権
が
正
当
化
さ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
請
求
の
根
拠
と
な
る
運
送
契
約
は
被
告
の
日
本
に
お
け
る
営
業
所
の
業
務
と
は
関
連

し
な
い
と
い
う
被
告
の
主
張
に
つ
い
て
は
判
断
し
な
か
っ
た
。

　

マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判
決
は
、
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
社
団
又
は
財
団
（
以
下
で
は
「
外
国
法
人
等
」
と
い
う
）
に
対
す
る
訴
訟

が
そ
の
日
本
に
お
け
る
事
務
所
や
営
業
所
の
業
務
と
は
関
連
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
普
通
裁
判
籍
が
日
本
に
あ
れ
ば
、
一
般

的
な
国
際
裁
判
管
轄
も
認
め
ら
れ
る
も
の
（
後
述
の
逆
推
知
説
に
た
つ
も
の
）
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
最
高
裁
の
意
見
を
批
判
す
る
国

際
私
法
学
者
は
、
外
国
法
人
等
に
対
す
る
普
通
裁
判
籍
の
規
定
は
国
際
的
な
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
と
し
て
は
相
応
し
く
な
く
、
代
わ
り
に
、

そ
の
業
務
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
を
有
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
特
別
裁
判
籍
の
ル
ー
ル
の
類
推
適
用
を
主
張

し
た
。

　

ま
た
、
ハ
ー
グ
判
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
九
九
九
年
草
案
の
報
告
書
で
は
、
英
米
法
の
「
法
廷
地
内
の
支
店
の
存
在
」
を
基
礎
と
す

る
一
般
管
轄
ル
ー
ル
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
が
さ
れ
て
い
た
。

英
米
法
系
の
国
々
で
は
、
法
廷
地
内
の
支
店
の
存
在
は
、
そ
の
支
店
の
活
動
に
限
ら
れ
な
い
一
般
的
な
管
轄
（a general ju-

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）
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risdiction

）
の
根
拠
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
般
管
轄
は
、
条
約
一
八
条
二
項
（
ｅ
）
が
示
す
よ
う
に
、
本
条
約
と
は
相

容
れ
な
い
。
ま
た
、
条
約
一
七
条
に
よ
れ
ば
、
国
内
法
と
し
て
も
維
持
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

報
告
書
は
そ
の
注
79
で
、
有
名
な
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
判
決
で
あ
るFrum

m
er v. H

ilton H
otels International

事
件
を
、
一

般
管
轄
の
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。Frum

m
er

事
件
で
は
、
英
国
の
ホ
テ
ル
に
対
す
る
管
轄
権
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
共

同
の
予
約
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
継
続
的
な
事
業
活
動
（doing business

）
に
基
づ
い
て
い
た
。

　

筆
者
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
日
本
に
お
け
る
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
所
在
に
基
づ
く
国
際
裁
判
管
轄

は
、
一
般
管
轄
を
認
め
る
点
で
はFrum

m
er

の
よ
う
な
「
事
業
活
動
（doing business

）」
管
轄
と
は
似
て
い
る
が
、
国
内
に
お
け

る
登
記
を
前
提
と
す
る
点
で
同
意
管
轄
に
類
似
し
て
い
る
と
考
え
る
。
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
所
在
に
基
づ
く
一
般
的
な
国
際
裁
判

管
轄
ル
ー
ル
は
、
報
告
書
が
い
う
よ
う
な
正
当
化
さ
れ
え
な
い
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
第
一
の
問
題
で
あ
る
。

　

被
告
の
活
動
を
基
礎
と
す
る
管
轄
ル
ー
ル
が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
て
き
た
か
を
示
す
た
め
に
、
以
下
で
は
こ
の

第
一
の
問
題
を
い
く
つ
か
の
派
生
的
な
問
題
を
含
む
以
下
の
三
つ
の
段
階
に
お
い
て
分
析
す
る
。

2　

一
般
管
轄
─
比
較
分
析

（
1
）
第
一
段
階
：
二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
年
）
以
前

　

マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
で
は
、
被
告
の
外
国
会
社
は
、
日
本
に
お
け
る
継
続
的
取
引
を
行
う
た
め
に
、
平
成
一
四
年
改
正
前
商
法
四

七
九
条
一
項
に
従
っ
て
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
指
定
し
、
東
京
に
お
い
て
営
業
所
を
設
け
て
い
た
。
ま
た
、
同
条
四
項
は
同
法
七
八

条
を
準
用
し
、
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
は
、
会
社
の
業
務
に
つ
い
て
会
社
を
代
表
し
て
、
一
切
の
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外

の
行
為
を
な
す
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、「
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
い
う
文
言

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
35
）



被告の事業活動に基づく国際裁判管轄

（阪大法学）63（6-7）　1711〔2014. 3 〕

は
、
上
で
引
用
し
た
平
成
八
年
改
正
前
民
訴
法
四
条
三
項
に
は
な
く
、
平
成
八
年
改
正
の
民
事
訴
訟
法
四
条
五
項
（
現
行
民
訟
法
四
条

五
項
と
同
じ
）
に
お
い
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
。

　

平
成
一
四
年
改
正
前
商
法
四
七
九
条
二
項
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
営
業
所
が
登
記
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
同
法
四
八
一
条

は
登
記
前
に
外
国
会
社
が
継
続
的
取
引
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
は
、
日
本
に
お
け

る
代
表
者
を
定
め
、
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
行
う
こ
と
が
認
可
さ
れ
て
い
た
外
国
会
社
に
対
し

て
日
本
の
裁
判
権
が
行
使
さ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
営
業
所
の
所
在
を
根
拠
と
し
て
一
般
的
な
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
ル
ー
ル
は
、
そ
の

外
国
会
社
が
日
本
に
お
い
て
取
引
を
継
続
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
に
お

い
て
営
業
所
を
設
立
し
た
外
国
会
社
は
、
登
記
さ
れ
、
日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
裁
判
管
轄
原
因
と
し
て
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
と
は
、
事
実
上
の
業
務
の
中
心
場
所

で
あ
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
登
記
の
有
無
は
問
題
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
事
実
上
の
営
業
所
も
代
表
者
も
有
さ
な
い
外
国
会
社
（
日
本
に
お
い
て
継
続
取
引
を
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
な
い
よ
う
な
外
国
会
社
）
で
あ
っ
て
も
、
日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け

る
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
所
在
を
根
拠
と
す
る
一
般
管
轄
ル
ー
ル
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
第
二
の

問
題
で
あ
る
。

　

以
上
に
対
し
て
、Frum

m
er

タ
イ
プ
（
よ
り
正
確
に
はBryant

タ
イ
プ
と
い
え
る
）
の
事
業
活
動
（doing business

）
管
轄
は
、

法
廷
地
に
お
い
て
登
録
さ
れ
ず
事
業
を
行
う
認
可
が
さ
れ
て
い
な
い
外
国
会
社
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
。
実
際
、
事
業
を
行
な
う

認
可
を
受
け
て
い
な
い
外
国
会
社
に
対
す
る
事
業
活
動
（doing business

）
管
轄
は
、
法
廷
地
に
お
け
る
継
続
し
た
外
国
会
社
の
所

（
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在
（presence

）
に
基
づ
い
て
正
当
化
さ
れ
て
き
た
。
所
在
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
最
も
明
ら
か
で
伝
統
的
な
一
般
管
轄
の

基
礎
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
反
対
に
、
外
国
会
社
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
事
業
を
行
う
た
め
の
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、「
会
社

は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
存
在
す
る
と
通
常
判
断
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
他
の
場
所
で
発
生
し
た
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に

お
け
る
訴
訟
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。」

（
2
）
第
二
段
階
：
二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
年
）
～
二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）

　

上
記
の
よ
う
な
法
的
状
況
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
の
観
点
か
ら
規
制
緩
和
を
行
う
た
め
に
な
さ
れ
た
平
成
一
四
年
の
改
正
に
よ

っ
て
変
化
し
た
。
日
本
に
お
け
る
営
業
所
設
置
義
務
が
廃
止
さ
れ
、
か
わ
り
に
、
現
行
会
社
法
八
一
七
条
お
よ
び
八
一
八
条
と
同
様
に
、

日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
行
う
こ
と
が
認
可
さ
れ
る
た
め
に
は
、
外
国
会
社
は
そ
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
定
め
、
外
国
会
社

と
し
て
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　

結
果
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
第
三
の
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
の
住
所
は
、
日
本
に
営
業
所
を

有
さ
な
い
外
国
会
社
に
対
し
て
、
訴
え
の
種
類
を
問
わ
な
い
国
際
裁
判
管
轄
権
の
一
般
的
な
基
礎
と
な
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
一
般
管
轄
原
因
は
、
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
は
そ
の
業
務
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外
の
行
為
を
す
る

権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
で
、
こ
の
段
階
で
は
正
当
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
の
文
脈
に
お
い
て
は
2
（
1
）
の
第
二
の
問
題
は
よ
り
実
際
性
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
日
本
に
営
業
所
を
有
さ
な
い
未
認
可
の
外
国
会
社
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
営
ん
で
い
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
管
轄
原
因
が
利
用
可
能
な
の
か
。

（
3
）
第
三
段
階
：
二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）
～
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）

　

平
成
一
七
年
の
商
法
の
全
面
改
正
に
よ
っ
て
、
現
行
の
会
社
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
前
述
の
第
一
段
階
と
第
二
段
階
に
お
い

（
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て
、
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
が
認
め
ら
れ
て
い
た
そ
の
業
務
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外
の
行
為
を
す
る
権

限
が
縮
小
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
改
正
は
、
第
二
段
階
で
は
維
持
さ
れ
て
い
た
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
住
所

に
基
づ
く
一
般
的
な
国
際
裁
判
管
轄
の
基
盤
の
一
角
を
崩
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

現
行
会
社
法
八
一
七
条
は
、
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
は
、
当
該
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

業
務
に
関
す
る
一
切
の
裁

判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
業
務
に
限
定
さ
れ
て
い
る
法
定
の

権
限
を
有
す
る
代
表
者
を
、
そ
の
よ
う
な
業
務
と
は
関
係
の
な
い
訴
訟
に
従
わ
せ
る
こ
と
は
、
衡
平
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

2
（
2
）
の
「
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
の
住
所
は
、
日
本
に
営
業
所
を
有
さ
な
い
外
国
会
社
に
対
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権
の
一
般
的

な
基
礎
と
な
る
か
と
い
う
第
三
の
問
題
に
対
す
る
否
定
的
な
根
拠
と
な
る
。

　

二
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
で
提
起
さ
れ
た
第
一
の
問
題
と
、
2
（
2
）
の
第
二
の
問
題
（
こ
こ
か
ら
派
生
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
取
引
の
問
題
）
お
よ
び
第
三
の
「
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
の
問
題
が
、
平
成
二
三
年
の
立
法
で
採
用
さ
れ
た
新
た
な
裁
判
管
轄

ル
ー
ル
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
。

二　

外
国
法
人
等
に
適
用
さ
れ
る
新
し
い
裁
判
管
轄
ル
ー
ル

　

平
成
二
三
年
改
正
に
よ
っ
て
、
民
事
訴
訟
法
に
「
日
本
の
裁
判
所
の
管
轄
権
」
と
い
う
節
の
も
と
に
、
国
内
土
地
管
轄
（
四
条
～
二

二
条
）
と
は
別
個
に
、
国
際
裁
判
管
轄
の
新
た
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
活
動
管
轄
は
、
三
条

の
九
の
裁
判
所
に
対
し
て
訴
え
を
却
下
す
る
裁
量
を
与
え
る
新
た
な
「
特
別
の
事
情
」
ル
ー
ル
と
と
も
に
、
日
本
の
管
轄
シ
ス
テ
ム
に

米
国
型
管
轄
の
考
え
方
を
持
ち
込
ん
だ
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
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1　

外
国
法
人
等
に
対
す
る
一
般
管
轄
権
の
廃
止

　

一
の
1
の
最
後
に
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
を
用
い
て
、
日
本
に
お
け
る
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
所
在
に
基
づ
く
外
国
会
社
の
普

通
裁
判
籍
は
、
国
際
裁
判
管
轄
の
基
礎
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
第
一
の
問
題
を
提
示
し
た
。
第
二
の
問
題
は
、
日
本
に
お
い

て
事
実
上
の
営
業
所
も
代
表
者
も
有
さ
な
い
外
国
会
社
（
日
本
に
お
い
て
継
続
取
引
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
外
国
会
社
）

が
、
日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
所
在
を
根
拠
と

す
る
一
般
管
轄
ル
ー
ル
は
適
用
で
き
る
か
で
あ
る
。
第
三
の
問
題
は
、「
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
の
住
所
は
、
日
本
に
営
業
所
を
有

さ
な
い
外
国
会
社
に
対
し
て
、
訴
え
の
種
類
を
問
わ
な
い
国
際
裁
判
管
轄
権
の
一
般
的
な
基
礎
と
な
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
に
基
づ
く
外
国
会
社
の
普
通
裁
判
籍
は
、
国
際
裁
判
管
轄
原
因
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
と

い
う
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
、
新
し
い
三
条
の
二
は
否
定
的
に
答
え
て
い
る
。
第
三
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
に
否
定
的
で
あ
る
。
三

条
の
二
第
三
項
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

裁
判
所
は
、
法
人
そ
の
他
の
社
団
又
は
財
団
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
又
は
営
業
所
が
日
本
国
内
に
あ

る
と
き
、
事
務
所
若
し
く
は
営
業
所
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
所
在
地
が
知
れ
な
い
場
合
に
は
代
表
者
そ
の
他
の
主
た
る
業
務
担

当
者
の
住
所
が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
は
、
管
轄
権
を
有
す
る
。

　

こ
の
規
定
は
、
日
本
の
裁
判
所
が
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
社
団
又
は
財
団
（
外
国
法
人
等
）
に
対
す
る
一
般
的
な
管
轄
権
を
有
し
な

い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
外
国
法
人
等
は
外
国
に
主
た
る
事
務
所
や
営
業
所
を
有
し
て
お
り
、
日
本
国
内
に
は

有
し
て
い
な
い
。
同
様
に
、
外
国
法
人
等
の
代
表
者
そ
の
他
の
主
た
る
業
務
担
当
者
の
住
所
は
外
国
に
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
た
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が
っ
て
、
日
本
の
裁
判
所
は
外
国
法
人
等
に
対
し
て
訴
え
の
種
類
・
内
容
を
問
わ
な
い
管
轄
権
を
有
さ
な
い
。
国
内
の
普
通
裁
判
籍
は
、

民
訴
法
四
条
に
よ
っ
て
「
日
本
に
お
け
る
主
た
る
事
務
所
又
は
営
業
所
」
ま
た
は
日
本
国
内
に
こ
れ
ら
が
な
い
と
き
は
、「
日
本
に
お

け
る
代
表
者
そ
の
他
の
主
た
る
業
務
担
当
者
の
住
所
」
で
定
ま
る
が
、
こ
れ
ら
の
裁
判
籍
は
、
三
条
の
二
第
三
項
の
国
際
裁
判
管
轄
の

一
般
的
管
轄
原
因
と
し
て
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

結
果
と
し
て
、
日
本
の
裁
判
所
は
、
外
国
会
社
が
日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
行
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
実
際

に
日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て
も
、
外
国
会
社
に
対
す
る
一
般
的
管
轄
権
を
有
さ
な
い
。
次
に
、

外
国
会
社
等
が
特
定
の
事
件
に
つ
い
て
日
本
で
訴
え
を
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
た
め
に
、
民
訴
法
三
条
の

三
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

2　

事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
業
務
に
関
す
る
管
轄
権

　

民
訴
法
三
条
の
三
は
、
各
号
に
お
い
て
、
日
本
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
訴
訟
類
型
を
挙
げ
て
い
る
。
第
四
号
は
下
記

の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

事
務
所
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
に
対
す
る
訴
え
で
そ
の
事
務
所
又
は
営
業
所
に
お
け
る
業
務
に
関
す
る
も
の　

当
該
事
務
所

又
は
営
業
所
が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
。

　

こ
の
規
定
は
、
民
訴
法
五
条
五
号
に
規
定
さ
れ
る
国
内
土
地
管
轄
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
条
の
三
第
四
号
は
、
日
本
に
お
け

る
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
を
有
す
る
外
国
会
社
等
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
の
訴
え
が
事
務
所
・
営
業
所
の
業
務
に
関
し
な
い
場

合
に
は
、
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
の
よ
う
な
訴
え
は
、
そ
の
訴
え
が
日
本
に
お
け
る
被

（
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告
の
事
務
所
の
業
務
と
関
連
が
な
い
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
日
本
の
裁
判
所
で
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
民
訴
法
三
条
の
三
第
四

号
の
規
定
は
、
外
国
法
人
等
に
対
す
る
一
般
管
轄
ル
ー
ル
は
国
際
的
事
案
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
当
該
外
国
法
人
等

の
業
務
に
関
連
す
る
訴
え
に
つ
い
て
事
務
所
所
在
地
の
特
別
管
轄
が
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判

決
に
対
す
る
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
訴
え
が
被
告
の
日
本
に
お
け
る
事
務
所
の
業
務
に
関
連
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
マ
レ
ー
シ
ア

航
空
事
件
で
は
、
死
亡
し
た
乗
客
は
、
被
告
の
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
事
務
所
か
ら
航
空
券
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
を
締

結
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
と
な
る
運
送
契
約
は
、
被
告
の
東
京
に
お
け
る
事
務
所
の
実
際
の
業
務
範
囲
に
入
ら
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
被
告
の
東
京
に
お
け
る
事
務
所
が
、
被
害
者
が
購
入
し
た
も
の
と
同
じ
種
類
の
航
空
券
を
販
売
し
て
い
た
場
合
に
は
、
問
題
と

な
る
運
送
契
約
の
締
結
は
被
告
の
東
京
に
お
け
る
事
務
所
の
抽
象
的
な
業
務
範
囲
に
含
ま
れ
る
。
後
者
の
場
合
、
原
告
に
よ
っ
て
提
起

さ
れ
た
訴
え
は
、
被
告
の
日
本
に
お
け
る
事
務
所
の
業
務
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
立
法

で
は
解
決
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
の
規
定
は
、
認
可
さ
れ
て
い
な
い
（
代
表
者
を
定
め
ず
、
日
本
に
お
い
て
登
記
も
し
て
い
な
い
）

が
日
本
に
お
け
る
未
登
記
の
事
務
所
・
営
業
所
を
有
す
る
被
告
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
訴
え
に
適
用
で
き
る
か
。

　

土
地
管
轄
と
し
て
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
は
、
そ
の
登
記
の
有
無
や
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
業
務
を
統
括
し
て
い
る
も
の

と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
国
際
裁
判
管
轄
原
因
と
し
て
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
も
、
事
実
上
の
業
務
の
中
心
場
所
で
あ
れ
ば
よ
い

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
登
記
の
有
無
は
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
は
、
事
務
所
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
に

対
す
る
訴
え
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
を
規
定
し
、
個
人
に
対
し
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
登
記
さ
れ
た
事
務
所
・
営
業

所
に
限
る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
。
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つ
ぎ
に
、
外
国
法
人
等
の
子
会
社
を
日
本
国
内
の
事
務
所
・
営
業
所
と
み
る
こ
と
は
で
き
る
か
。
旧
法
の
解
釈
と
し
て
、
国
内
土
地

管
轄
に
関
す
る
民
訴
法
五
条
五
号
を
国
際
裁
判
管
轄
に
類
推
す
る
立
場
に
た
ち
、
外
国
会
社
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
と
「
機
能
的
に

等
し
い
」
子
会
社
の
業
務
関
連
性
を
根
拠
に
、
当
該
外
国
会
社
に
対
す
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
筆

者
は
、
旧
法
に
お
い
て
民
訴
法
五
条
五
号
の
規
定
を
子
会
社
に
類
推
適
用
す
る
解
釈
に
は
賛
同
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
法
に
お

い
て
は
、
子
会
社
の
活
動
に
基
づ
く
親
会
社
に
対
す
る
管
轄
権
は
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
の
文
言
を
拡
張
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、

次
に
見
る
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
活
動
に
基
づ
く
管
轄
で
扱
う
べ
き
だ
と
考
え
る
。

3　

日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
管
轄
権

　

外
国
会
社
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
・
営
業
所
を
設
け
な
い
で
も
、
代
表
者
（
会
社
法
八
一
七
条
一
項
に
よ
り
、
代
表
者
の
少
な
く

と
も
一
人
は
日
本
の
住
所
を
有
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
を
定
め
登
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
継
続
的
取
引
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
認
可
さ
れ
た
外
国
会
社
は
、
当
該
会
社
が
日
本
に
お
け
る
事
務
所
を
開
設
し
て
い

な
い
場
合
に
は
、
日
本
の
管
轄
権
に
服
さ
な
い
。
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
不
合
理
で
あ
り
、
三
条
の
三
第
四
号
は
日
本

に
お
け
る
代
表
者
の
住
所
を
日
本
の
管
轄
原
因
と
し
て
採
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
は
三
条
の
三
第

五
号
の
活
動
ベ
ー
ス
の
管
轄
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
不
合
理
性
を
解
消
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
三
条
の
三
第
五
号
は
以

下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
（
日
本
に
お
い
て
取
引
を
継
続
し
て
す
る
外
国
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
会
社
を
い
う
。）
を
含
む
。）
に
対
す
る
訴
え　

当
該
訴
え
が
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る

業
務
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
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こ
こ
で
い
う
「
事
業
」
と
は
、
一
定
の
目
的
の
た
め
に
反
復
か
つ
継
続
的
に
な
さ
れ
る
同
種
の
行
為
の
総
体
を
意
味
し
、「
業
務
」
と

は
、
そ
の
者
の
事
業
に
関
連
し
て
反
復
か
つ
継
続
的
に
な
さ
れ
る
個
々
の
行
為
を
意
味
す
る
と
い
え
る
。
三
条
の
三
第
五
号
は
、
三
条

の
三
第
四
号
と
同
様
に
、
会
社
お
よ
び
個
人
の
被
告
も
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
日
本
に
お
い
て
取
引
を
継
続
し
て
す
る
外
国

会
社
」
と
い
う
括
弧
書
き
が
示
す
よ
う
に
、
起
草
者
の
主
な
関
心
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
た
被
告
会
社
（
原
告
は
非
消
費
者
）
の

活
動
に
対
応
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
1
）
日
本
に
お
け
る
代
表
者
が
い
る
被
告

　

起
草
者
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
典
型
的
な
設
例
は
、
下
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

設
例
1　

Ｙ
は
甲
国
の
法
令
に
依
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
、
甲
国
に
お
い
て
商
品
を
売
買
す
る
と
と
も
に
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
通
じ
て
顧
客
と
の
間
で
直
接
商
品
を
売
買
し
て
い
る
。
Ｙ
は
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
定
め
て
い
る
外
国
法
人
で
あ
り
、

日
本
に
お
い
て
も
甲
国
に
お
け
る
の
と
同
様
の
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
日
本
法
人
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ｙ
が
開
設
し
た
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
商
品
を
購
入
し
、
代
金
を
支
払
っ
た
が
、
購
入
し
た
商
品
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

Ｘ
社
は
日
本
に
お
い
て
Ｙ
社
に
対
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

設
例
1
の
Ｙ
は
日
本
に
お
け
る
代
表
者
（
例
え
ば
弁
護
士
）
を
定
め
て
事
業
を
展
開
し
て
い
る
が
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
の
営

業
所
は
有
し
て
い
な
い
た
め
、
同
号
の
業
務
関
連
管
轄
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
同
法
三
条
の
三
第
五
号
の
括
弧
書
き
に
い
う
日

本
に
お
い
て
取
引
を
継
続
し
て
す
る
外
国
会
社
、
す
な
わ
ち
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
の
Ｙ
に

対
す
る
訴
え
は
、
そ
の
訴
え
が
Ｙ
の
日
本
に
お
け
る
業
務
と
関
連
す
る
場
合
に
限
り
、
日
本
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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重
要
な
の
は
、
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
に
訴
え
が
関
連
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
設
例
1
で
は
Ｙ
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
た
Ｘ
に
よ
る
商
品
の
購
入
が
日
本
に
お
け
る
Ｙ
の
業
務
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
商
品
の
引
渡
し
請
求
や
債

務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
、
Ｙ
の
業
務
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
設
例
で
は
「
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
は
困
難
と
な
る
。

設
例
2　

甲
国
法
人
Ｙ
が
日
本
に
お
い
て
継
続
し
て
機
械
販
売
業
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
日
本
の
会
社
Ｘ
が
日
本
に
お
い
て

Ｙ
か
ら
食
品
を
購
入
し
、
Ｘ
は
こ
の
単
発
的
な
食
品
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
紛
争
に
関
し
て
日
本
の
裁
判
所
で
Ｙ
を
訴
え
た
。

　

現
実
に
は
想
定
し
難
い
こ
の
設
例
は
、「
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
［
機
械
販
売
の
事
業
を
行
っ
て
い
た
］」
に
よ
っ
て
当
該
取

引
が
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
個
別
的
取
引
（
食
品
の
購
入
）
に
基
づ
く
訴
え
は
日
本
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
三
条
の
三
第
五
号
の
起
草
過
程
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
設
例
2
に
お
い
て
日
本
の
裁
判
所

の
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
べ
き
と
い
う
結
論
は
、
三
条
の
三
第
五
号
に
お
け
る
当
該
訴
え
に
係
る
業
務
（「
個
別
的
取
引
」）
は
、
日
本

に
お
け
る
事
業
ま
た
は
継
続
的
取
引
と
は
関
連
が
な
く
て
も
よ
い
と
解
釈
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

つ
ぎ
に
、
三
条
の
三
第
四
号
の
営
業
所
の
業
務
関
連
管
轄
と
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
管
轄
を
比
較
す
る
た
め
に
、
設
例
3
を
考
え

る
。

設
例
3　

日
本
の
会
社
Ｘ
は
、
外
国
法
人
Ｙ
に
対
し
、
Ｙ
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
事
業
に
つ
い
て
の
訴
え
を
日
本
で
提
起
し
た
。

Ｙ
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
事
業
は
、
日
本
に
所
在
す
る
Ｙ
の
ア
ジ
ア
統
括
本
部
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
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設
例
3
に
お
い
て
、
Ｙ
は
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
統
括
本
部
を
通
じ
て
「
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
」
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、

Ｙ
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
事
業
に
関
す
る
Ａ
の
訴
え
は
三
条
の
三
第
五
号
の
「
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
」
で
は
な
い
た
め
、
同
号
に

よ
っ
て
日
本
で
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
様
の
訴
え
は
、
三
条
の
三
第
四
号
の
「
そ
の
事
務
所
又
は

営
業
所
に
お
け
る
業
務
に
関
す
る
も
の
」
で
あ
る
た
め
、
同
号
に
基
づ
い
て
日
本
に
お
い
て
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

設
例
1
か
ら
3
の
設
例
に
お
い
て
は
、
外
国
法
人
Ｙ
は
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
定
め
る
か
事
務
所
を
有
し
て
い
る
が
、
外
国
会
社

と
し
て
の
登
記
が
な
く
と
も
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
管
轄
か
三
条
の
三
第
四
号
の
営
業
所
の
業
務
関
連
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
。
で
は
、

日
本
に
登
記
も
何
ら
の
事
実
上
の
拠
点
も
有
さ
な
い
外
国
法
人
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

（
2
）
日
本
に
拠
点
が
な
い
被
告

　

外
国
会
社
が
日
本
に
お
け
る
継
続
的
取
引
を
行
う
こ
と
を
認
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
事
実
上
の
事
務
所
や
代
表
者
も
有

さ
な
い
が
、
日
本
に
お
い
て
継
続
的
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
、
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
活
動
管
轄
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
同

号
は
外
国
会
社
に
対
し
て
日
本
に
お
け
る
事
業
を
行
う
た
め
の
認
可
を
要
求
し
て
い
な
い
た
め
、
未
認
可
の
外
国
会
社
で
あ
っ
て
も

「
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
」
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。

　

三
条
の
三
第
五
号
の
起
草
段
階
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
議
論
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
条
の
三

第
五
号
の
起
草
時
の
議
論
が
、
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
設
け
て
日
本
で
継
続
的
に
活
動
し
て
い
る
が
日
本
に
営
業
所
等
が
な
い
外
国

会
社
に
は
営
業
所
の
業
務
関
連
管
轄
が
使
え
な
い
と
い
う
問
題
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
分
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

実
際
的
な
問
題
と
し
て
、
前
述
（
1
）
の
設
例
1
の
よ
う
な
外
国
の
事
業
者
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
は
、
日
本
に
拠
点
を
設

け
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
締
結
さ
れ
た
消
費
者
契
約
に
関
す
る
訴
え
は
、
民
訴
法
三
条
の
四
第
一

（
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項
の
消
費
者
契
約
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
の
規
定
で
対
応
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
事
業
者
間
の
取
引
に
お
い
て
、
外
国
企
業
が
日
本

に
お
け
る
代
表
者
を
定
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
取
引
コ
ス
ト
や
訴
訟
コ
ス
ト
を
下
げ
つ
つ
、
日
本
に
お
け
る
継
続
的
取
引
に
よ
っ
て
利

益
の
み
を
享
受
す
る
と
い
う
の
は
公
平
で
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
日
本
に
拠
点
が
な
い
外
国
会
社
に
対
す
る
管
轄
権
は
三
条
の
三

第
五
号
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
す
る
解
釈
は
、
実
際
的
に
も
根
拠
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
解
釈
は
、
三
条
の
三
第
四
号
の
適
用
範
囲
が
狭
い
こ
と
に
よ
る
管
轄
規
律
の
空
白
を
埋
め
る
も
の
と
い
え
る
。
事
務
所
ま
た
は

営
業
所
の
業
務
に
関
連
す
る
訴
え
に
限
定
さ
れ
た
管
轄
原
因
の
み
を
定
め
る
三
条
の
三
第
四
号
の
規
律
は
、
次
に
引
用
す
る
営
業
所
管

轄
に
関
す
る
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
五
条
五
項
の
規
定
の
文
言
よ
り
も
狭
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
五
条
五
項
は
、
構

成
国
に
住
所
を
有
す
る
者
は
他
の
構
成
国
の
次
に
掲
げ
る
地
の
裁
判
所
に
お
い
て
訴
え
ら
れ
る
と
定
め
る
。

支
店
、
代
理
店
又
は
そ
の
他
の
拠
点
の
業
務
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
支
店
、
代
理
店
又
は
そ
の
他
の
拠
点
が
所
在
す
る

地
の
裁
判
所

　

民
訴
法
五
条
五
号
の
国
内
管
轄
規
定
に
お
け
る
「
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
」
は
、「
代
理
店
そ
の
他
の
営
業
所
」
を
含
ま
な
い
と
し

て
、
狭
く
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
同
法
三
条
の
三
第
四
号
は
、
国
内
土
地
管
轄
に
関
す
る
五
条
五
号
の
規
定
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
そ
の

ま
ま
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
活
動
管
轄
を
設
け
た
主
た
る
理
由
が
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
有
す
る
外

国
会
社
が
日
本
に
お
け
る
訴
え
に
服
さ
な
い
と
い
う
不
合
理
を
解
消
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
国
内
土
地
管
轄
規
定
か

ら
の
推
知
（
明
文
の
国
際
裁
判
管
轄
規
定
が
な
い
場
合
に
そ
の
ル
ー
ル
を
土
地
管
轄
か
ら
逆
に
推
知
す
る
と
い
う
意
味
で
、
逆
推
知
説

と
呼
ば
れ
る
）
か
ら
離
れ
て
、
目
的
論
的
な
立
法
を
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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起
草
者
は
、
た
と
え
ば
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
住
所
地
を
業
務
関
連
管
轄
の
一
部
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な

日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
起
草
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
代
理
店
ま
た
は

そ
の
他
の
拠
点
と
い
う
よ
う
な
固
定
的
、
形
式
的
な
管
轄
原
因
で
は
な
く
、
米
国
型
の
活
動
ベ
ー
ス
の
管
轄
原
因
を
新
設
し
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
の
場
合
を
除
い
て
、
日
本
に
拠
点
が
な
い
被
告
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
が
問
題
と
な
る
の
は
、
外
国
の
親

会
社
が
日
本
に
お
け
る
そ
の
子
会
社
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
場
合
で
あ
る
。
二
の
2
で
述
べ
た
よ
う
に
、
子
会
社
は
親
会
社
の
事
務
所

ま
た
は
営
業
所
と
機
能
的
に
同
等
な
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
の
業
務
関
連
管
轄
に
よ
っ
て
対
応
す
る

こ
と
も
で
き
た
と
考
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
の
業
務
管
轄
の
狭
い
解
釈
と
、
同
号
に
「
代
理
店
又
は
そ
の
他
の
拠
点
」
と
い
っ
た
機

能
的
な
解
釈
を
許
す
よ
う
な
管
轄
原
因
を
定
め
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
に
お
け
る
子
会
社
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
親
会

社
に
対
す
る
裁
判
管
轄
は
、
同
法
三
条
の
三
第
五
号
の
活
動
ベ
ー
ス
の
管
轄
規
定
に
よ
っ
て
規
律
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
子
会
社
の
活
動

が
親
会
社
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
親
会
社
を
「
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
親
会
社
自
体

あ
る
い
は
そ
の
子
会
社
を
通
じ
た
日
本
に
お
け
る
取
引
も
同
法
三
条
の
三
第
五
号
の
「
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
な
り
う
る
。

親
会
社
に
対
す
る
訴
え
が
親
会
社
の
業
務
に
関
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
訴
え
は
日
本
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
子
会
社
・
営
業
所
の
機
能
的
同
等
性
に
着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
説
得
的
で
は
あ
る
が
、
日
本
の
裁
判
所
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
法
人
格
否
認
の
法
理
も
裁
判
管
轄
に
関
す
る
事
案
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
結
論
と
し
て
、
三
条
の

三
第
五
号
の
活
動
ベ
ー
ス
の
管
轄
規
定
は
、
子
会
社
を
通
じ
て
日
本
に
お
け
る
事
業
を
行
う
外
国
の
親
会
社
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
考
え
る
。
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以
上
の
よ
う
な
分
析
か
ら
、（
ａ
）
営
業
所
の
業
務
に
関
連
す
る
訴
え
に
つ
い
て
の
管
轄
（
民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
）
と
（
ｂ
）

事
業
活
動
管
轄
（
民
訴
法
三
条
の
三
第
五
号
）
と
の
関
係
は
、
次
の
図
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

図
1

（
ａ
）
営
業
所
業
務
関
連
管
轄
（
三
条
の
三
第
四
号
）

事
務
所
ま
た
は
営
業
所
を
有
す
る
者
に
対
す
る
訴
え
は
、
当
該
訴
え
が
そ
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
業
務
に
関
す
る
限
り
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

お
い
て

0

0

0

、
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
が
日
本
の
領
域
内
に
所
在
す
る
場
合
、
日
本
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｂ
）
事
業
活
動
管
轄
（
三
条
の
三
第
五
号
）

日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
訴
え
は
、
当
該
訴
え
が
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

そ
の
業
務
が
日
本
に
お
け
る
事
業
と
関
連
す
る
か
別
個
の
も
の
か
を
問
わ
ず
、
日
本
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

図
1
に
お
い
て
、（
ａ
）
の
、「
当
該
訴
え
が
そ
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
業
務
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
要
件
と　

（
ｂ
）
の
「
当
該
訴
え
が
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
要
件
を
比
較
す
る
と
、「
事
務
所
ま
た

は
営
業
所
の
業
務
」
と
「
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
」
が
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
（
ａ
）
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
を
有
す
る

者
は
そ
の
事
務
所
ま
た
営
業
所
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
事
業
と
そ
の
業
務
は
当
然
関
連
を

有
し
て
い
る
が
、（
ｂ
）
の
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
の
事
業
と
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
と
の
間
に
は
必
然
的
な
関
連
は

存
在
し
な
い
。
以
上
を
図
式
化
し
て
表
す
と
次
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
。
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図
2（

ａ
）
営
業
所
業
務
関
連
管
轄
（
三
条
の
三
第
四
号
）

（
ａ
─
1
）
日
本
に
所
在
す
る
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
事
業
（
そ
の
行
為
の
総
体
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

強
い
関
連

（
ａ
─
2
）
営
業
所
の
業
務
（
そ
の
個
々
の
行
為
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

強
い
関
連

（
ａ
─
3
）
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
を
有
す
る
者
に
対
す
る
訴
え

（
ｂ
）
事
業
活
動
管
轄
（
三
条
の
三
第
五
号
）

（
ｂ
─
1
）
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
（
そ
の
者
の
行
為
の
総
体
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弱
い
関
連

（
ｂ
─
2
）
そ
の
者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
（
そ
の
者
の
個
々
の
行
為
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

強
い
関
連

（
ｂ
─
3
）
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
訴
え

　

図
2
に
お
い
て
、（
ａ
）
営
業
所
業
務
関
連
管
轄
と
（
ｂ
）
事
業
活
動
管
轄
の
相
違
は
、（
ａ
─
1
）
の
事
業
と
（
ａ
─
2
）
の
業
務

と
の
関
連
性
が
必
然
的
に
強
い
の
に
対
し
て
、（
ｂ
─
1
）
の
事
業
と
（
ｂ
─
2
）
の
業
務
と
の
関
連
性
は
弱
い
こ
と
で
あ
る
。（
ａ
）
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の
事
業
と
（
ｂ
）
の
事
業
の
程
度
や
反
復
性
・
継
続
性
は
、
そ
れ
が
営
業
所
等
の
物
理
的
拠
点
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う

点
を
除
け
ば
、
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
五
号
の
日
本
に
お
い
て
「
事
業
を
行
う
」
者
に
該
当
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
者
は
、
同
法
三
条
の
三
第
四
号
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
設
立
が
必
要
と
な
る
程
度
の
相
当
の
量
と
質
の
事
業

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、（
ａ
─
1
）
で
は
な
く
（
ｂ
─
1
）
に
該
当
す
る
日
本
に
お
い
て
取
引
を
継
続

す
る
外
国
会
社
（
三
条
の
三
第
五
号
の
括
弧
書
き
）
の
場
合
も
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
る
。

（
3
）
米
国
の
事
業
活
動
（doing business

）
管
轄
再
説

　

す
で
に
「
一
─
2　

一
般
管
轄
─
比
較
分
析
」
で
論
じ
た
よ
う
に
、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
事
業
活
動

（doing business

）
管
轄
は
、
法
廷
地
に
お
い
て
事
業
を
行
う
認
可
が
さ
れ
て
い
な
い
（
登
録
や
訴
状
受
領
代
理
人
の
指
定
等
が
な

さ
れ
て
い
な
い
）
外
国
会
社
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
型
の
事
業
活
動
（doing business

）
管
轄
は
、

い
か
な
る
場
所
で
生
じ
た
い
か
な
る
訴
訟
原
因
（any causes arising elsew

here

）
に
つ
い
て
も
利
用
可
能
な
一
般
的
管
轄
で
あ

る
。
こ
の
一
般
性
が
ハ
ー
グ
判
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
審
議
過
程
に
お
い
て
過
剰
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

米
国
の
抵
触
法
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
四
十
七
条
二
項
は
、
判
例
法
に
お
け
る
事
業
活
動
（doing business

）
管
轄
を
次
の
よ

う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

国
（state

［
州
を
含
む
］）
は
、
そ
の
国
に
お
い
て
事
業
を
行
う
外
国
法
人
に
対
し
て
、
当
該
事
業
が
継
続
的
か
つ
実
質
的
に

行
わ
れ
、
そ
の
た
め
そ
の
国
の
裁
判
権
の
行
使
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
に
お
け
る
事
業
か
ら
生
じ
た
も
の

で
は
な
い
訴
訟
原
因
に
つ
い
て
も
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
定
式
は
、
米
国
の
判
例
法
が
、
事
業
活
動
の
程
度
が
継
続
的
か
つ
実
質
的
で
あ
れ
ば
、
合
衆
国
憲
法
上
の
相
当
性
あ
る
い
は
合

理
性
の
テ
ス
ト
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
事
業
活
動
が
一
般
的
な
管
轄
権
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
解
釈
し
た
も
の

で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
の
事
業
活
動
（doing business

）
管
轄
と
比
較
す
る
と
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
活
動
管
轄
は
、

日
本
に
拠
点
が
な
い
被
告
に
対
す
る
訴
え
に
も
利
用
可
能
で
あ
る
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
業
務
関
連
性
を
要
件
と
す
る
点
で
適
用
範
囲

が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

日
本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
米
国
の
事
業
活
動
（doing business

）
管
轄
と
い
え
ば
以
上
の
よ
う
な
一
般
管
轄
を
認
め
る
タ
イ
プ
を

典
型
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
抵
触
法
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
三
五
条
一
項
（
自
然
人
）
お
よ
び
四
七
条
一
項
（
外

国
法
人
）
は
、
事
業
活
動
の
継
続
性
や
実
質
性
を
問
題
に
し
な
い
で
、
一
定
の
活
動
か
ら
生
じ
た
訴
訟
原
因
に
つ
い
て
裁
判
管
轄
を
認

め
る
ル
ー
ル
を
定
式
化
し
て
い
る
。
実
際
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
は
、
裁
判
所
は
、
州
内
で
取
引
活
動
（transacting business

）
を

行
っ
た
者
に
対
し
て
、
そ
の
活
動
か
ら
生
じ
た
訴
訟
原
因
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
「
取
引
活
動
（transacting 

business

）」
管
轄
を
定
め
る
規
定
が
あ
る
。「
取
引
活
動
（transacting business

）」
は
個
別
の
取
引
で
も
よ
く
、
た
と
え
ば
他
州

の
被
告
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
1
日
だ
け
訪
問
し
、
そ
こ
で
販
売
代
理
店
契
約
（
被
告
の
居
住
す
る
当
該
他
州
で
履
行
）
の
締
結
の
た

め
に
原
告
と
面
接
と
交
渉
を
行
っ
た
こ
と
を
取
引
活
動
と
認
定
し
た
判
例
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
の
「
取
引
活
動
（transacting business
）」
管
轄
は
訴
え
が
州
内
の
取
引
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
要
件
と
す
る
が
、
州
内
に
お
け
る
継
続
的
な
事
業
活
動
（doing business

）
の
存
在
を
要
件
と
せ
ず
、
個
別
の
「
取
引
活
動

（transacting business

）」
の
み
を
根
拠
と
し
て
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
点
で
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
活
動
管
轄
よ
り

も
広
範
な
裁
判
権
行
使
を
可
能
と
す
る
ル
ー
ル
と
い
え
る
。
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お　

わ　

り　

に

　

二
〇
一
一
年
の
民
訴
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
民
訴
法
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
活
動
管
轄
は
、
民
事
訴
訟
法
に
含
ま
れ
る
他

の
固
定
的
で
形
式
的
な
国
内
土
地
管
轄
の
規
定
と
比
べ
る
と
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
日
本
に
お
け
る
国
際

裁
判
管
轄
ル
ー
ル
の
発
展
は
、
逆
推
知
説
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
国
内
土
地
管
轄
の
厳
格
で
形
式
的
な
解
釈
に
対
す
る
修
正
の
試
み
で

あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
他
の
多
く
の
国
際
裁
判
管
轄
規
定
と
異
な
り
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
五
号
の
事
業
活
動
管
轄
規
定
は
、
国
内
土

地
管
轄
規
定
か
ら
推
知
す
る
方
法
に
よ
っ
て
立
法
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
の
「
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
を
有
す
る
者
」
に
対
す
る
訴
え
は
、
民
訴
法
五
条
第
五
号
の
国
内
土
地
管
轄

規
定
か
ら
逆
に
推
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
立
法
さ
れ
て
い
る
。
実
際
同
法
三
条
の
三
第
四
号
は
、
一
言
一
句
こ
の
管
轄
規
定
を
反
映
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
法
三
条
の
二
第
三
号
は
、
外
国
の
社
団
ま
た
は
財
団
の
普
通
裁
判
籍
は
そ
の
「
日
本
に
お
け
る
主
た
る

事
務
所
又
は
営
業
所
」
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
規
定
す
る
同
法
四
条
第
五
号
の
国
内
土
地
管
轄
に
は
由
来
し
て
い
な
い
。
三
条
の
二
第
三

項
は
、
外
国
の
社
団
ま
た
は
財
団
の
一
般
的
な
管
轄
に
つ
い
て
直
接
定
め
る
こ
と
な
く
、「
日
本
に
お
け
る
主
た
る
事
務
所
又
は
営
業

所
」
に
つ
い
て
定
ま
る
「
法
人
そ
の
他
の
社
団
又
は
財
団
」
の
一
般
的
な
裁
判
管
轄
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
違
い
は
、
外

国
の
法
人
等
に
対
す
る
一
般
的
な
国
際
裁
判
管
轄
を
国
内
の
土
地
管
轄
規
定
か
ら
逆
に
推
知
す
る
こ
と
が
国
際
私
法
の
有
力
学
説
に
よ

っ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
、
代
わ
り
に
外
国
法
人
等
の
業
務
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
管
轄
を
類
推
し
て
適
用
す

る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

民
訴
法
三
条
の
三
第
四
号
の
起
草
に
あ
た
っ
て
、
起
草
者
は
、
国
内
の
裁
判
管
轄
規
定
に
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
新
た
な
管
轄
原

因
を
追
加
し
、
例
え
ば
日
本
に
お
け
る
代
表
者
や
代
理
店
ま
た
は
そ
の
他
の
拠
点
の
住
所
と
い
っ
た
、
固
定
さ
れ
た
管
轄
原
因
を
採
用
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す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
起
草
者
は
、
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
に
基
づ
く
国
際
裁
判
管
轄
規
定
が
日
本
に

お
い
て
営
業
所
等
を
有
さ
な
い
外
国
会
社
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
を
受
け
て
、
伝
統
的
な
物
理
的
な
管
轄
原
因
に
対
す
る
柔
軟
な
例
外

を
制
定
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
国
内
土
地
管
轄
と
無
関
係
に
立
法
さ
れ
た
事
業
活
動
管
轄
は
日
本
に
お
け
る
子
会
社
を
通
じ
て
事
業

を
行
う
外
国
の
親
会
社
を
規
律
す
る
の
に
便
利
で
は
あ
る
が
、
同
じ
問
題
は
支
店
、
代
理
店
ま
た
は
そ
の
他
の
拠
点
と
い
う
管
轄
原
因

を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
、
日
本
の
活
動
ベ
ー
ス
の
管
轄
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
事
業
活
動
（doing business

）」
あ
る
い
は
「
取
引
行
為

（transacting business
）」
に
基
づ
く
管
轄
よ
り
も
よ
り
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
前
述
の
議

論
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
新
し
い
ル
ー
ル
が
日
本
の
管
轄
権
の
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
で
あ
っ
た
か
は
極
め
て
疑
問
で
あ
る
。

ま
た
、
民
訴
法
三
条
の
九
で
成
文
化
さ
れ
た
特
別
の
事
情
に
お
け
る
訴
え
の
却
下
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

　

こ
の
方
法
は
、
判
例
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
特
段
の
事
情
論
の
範
囲
を
拡
大
し
、
そ
の
結
果
、
日
本
に
住
所
ま
た
は
主
た
る
事

務
所
を
有
す
る
被
告
に
対
す
る
三
条
の
二
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
に
よ
る
管
轄
が
存
在
す
る
場
合
で
さ
え
も
訴
え
の
却
下
を
可
能
と
す

る
よ
う
な
、
従
来
よ
り
も
広
い
裁
量
権
を
裁
判
所
に
与
え
て
い
る
。
こ
の
裁
量
権
は
、
米
国
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
の
法
理
の
も
と
で
の
裁
量
権
と
変
わ
ら
な
い
強
力
な
も
の
と
い
え
る
。

　

米
国
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
と
は
異
な
り
、
日
本
型
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
ル
ー

ル
の
も
と
で
は
、
裁
判
所
は
、
他
の
国
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
原
告
の
不
都
合
を
改
善
す
る
た
め
に
、

条
件
付
き
却
下
を
し
た
り
訴
訟
を
中
断
し
た
り
す
る
権
限
を
有
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
訴
法
三
条
の
九
の
特
別
の
事
情
に
お
け
る

訴
え
の
却
下
の
ル
ー
ル
は
厳
格
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

事
業
活
動
管
轄
と
結
び
つ
い
た
民
訴
法
三
条
の
九
の
日
本
型
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
ル
ー
ル
は
、
立
法
者
に
明
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確
な
意
図
が
な
い
ま
ま
に
、
日
本
の
裁
判
管
轄
シ
ス
テ
ム
を
よ
り
米
国
の
裁
判
管
轄
モ
デ
ル
に
近
い
も
の
に
変
化
さ
せ
た
可
能
性
が
あ

る
。

こ
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
参
照
。http://w

w
w

.hcch.net/index_en.php.

日
本
語
に
よ
る
説
明
は
、http://w

w
w

.m
o-

fa-irc.go.jp/link/kikan_hcch.htm
l.

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
道
垣
内
正
人
編
著
『
ハ
ー
グ
国
際
裁
判
管
轄
条
約
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
三
頁
以
下
参
照
。

Report 
後
掲
注
（
4
）p. 17.

消
費
者
契
約
と
労
働
契
約
は
条
約
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
（
2
条
1
項
（
ａ
）
号
お
よ
び

（
ｂ
）
号
）

包
括
的
条
約
を
目
指
し
た
初
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
含
む
管
轄
合
意
に
関
す
る
条
約
の
起
源
と
文
献
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、T

revor H
art-

ley &
 M

asato D
ogauchi, E

xplanatory R
eport on the 2005 H

ague Choice of Court A
greem

ents Convention (2007), pp. 18-
19, available at <http://w

w
w

.hcch.net/upload/expl37e.pdf>

を
参
照
。

米
国
型
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
裁
判
管
轄
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
惺
之
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
管
轄
ル
ー
ル
か
ら
見
た
ハ
ー
グ
管
轄
判
決 

条

約
案
と
日
本
の
立
場｣

『
国
際
私
法
年
報
』
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
七
四
頁
以
下
参
照
。

野
村
美
明
「
米
国
の
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
か
ら
み
た
ハ
ー
グ
管
轄
判
決
条
約
案
と
日
本
の
立
場
」『
国
際
私
法
年
報
』
第
四
号
（
二
〇
〇
二

年
）
二
一
四
頁
以
下
、
二
一
八
～
二
三
四
頁
参
照
。D

oing business

の
意
味
お
よ
び
訳
語
に
つ
い
て
は
、「〈
邦
訳
〉
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
抵
触

法
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
三
）」
民
商
七
四
巻
一
号
（
一
九
七
四
年
）
一
五
二
～
一
五
五
頁
［
川
又
良
也
］）
参
照
。

一
九
九
九
年
の
民
事
及
び
商
事
に
お
け
る
管
轄
及
び
外
国
判
決
に
関
す
る
条
約
草
案
。Prelim

inary D
raft Convention on Jurisdic-

tion and Foreign Judgm
ents in Civil A

nd Com
m

ercial M
atters adopted by the Special Com

m
ission and R

eport by Peter 
N

ygh and Fausto Pocar, Prel. D
oc. N

o. 11 (A
ugust 2000), available at <http://w

w
w

.hcch.net/>.

一
九
九
九
年
草
案
一
八
条
（
ｅ
）
で
は
、「
当
該
国
に
お
い
て
被
告
が
行
っ
て
い
る
事
業
活
動
ま
た
は
そ
の
他
の
活
動
を
行
う
こ
と
」
は
、

「
紛
争
が
そ
の
よ
う
な
被
告
の
活
動
に
直
接
関
係
し
て
い
る
場
合
を
除
き
」、
禁
止
さ
れ
る
管
轄
原
因
と
さ
れ
た
。
一
九
七
一
年
二
月
一
日
民

事
及
び
商
事
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
執
行
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
付
属
議
定
書
第
四
条
（
ｄ
）
も
参
照
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
立
場
に
つ

い
て
は
、Letter from

 Jeffery D
. K

ovar, A
ssistant Legal A

dviser for Private International Law
, U

.S. D
epartm

ent of State 

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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to J.H
.A

. van Loon, Secretary G
eneral, H

ague Conf. on Private Intʼl Law
, February 22, 2000, available at <http://w

w
w

.
cptech.org/ecom

/hague/kovar2loon22022000.pdf>

を
参
照
。

本
稿
は
、「
国
際
裁
判
管
轄
」
と
い
う
文
言
を
、
国
家
の
裁
判
所
が
渉
外
的
要
素
を
含
む
民
事
及
び
商
事
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
す

る
権
限
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、
後
掲
注
（
19
）
の
改
正
法
に
言
及
す
る
と
き
は
「
管
轄
権
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

国
際
裁
判
管
轄
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
旧
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
律
第
二
九
号
）
か
ら
後
述
す
る
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
年
）

改
正
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
状
況
に
変
化
は
な
か
っ
た
。
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
一
〇
九
号
）
は
、
現
代
語
化
し
旧
法
を
置
き
換
え
た

も
の
だ
が
、
国
内
土
地
管
轄
ル
ー
ル
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
維
持
し
た
。
平
成
二
三
年
改
正
で
は
、
国
内
土
地
管
轄
と
は
別
個
に
、
国
際
裁
判
管
轄

に
関
す
る
新
た
な
ル
ー
ル
が
導
入
さ
れ
、
他
方
、
国
内
土
地
管
轄
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。

「
国
内
土
地
管
轄
」
と
は
、
国
内
の
裁
判
所
間
に
お
け
る
土
地
管
轄
権
の
配
分
を
意
味
す
る
。

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
野
村
美
明
「
管
轄
シ
ス
テ
ム
か
ら
み
た
外
国
法
人
等
の
国
際
裁
判
管
轄
」　

阪
大
法
学
六
〇
巻
一
号
四
一
頁

以
下
（
二
〇
一
〇
年
）、
野
村
美
明
「
法
人
そ
の
他
の
社
団
・
財
団
の
管
轄
権
」、
高
桑
章
、
道
垣
内
正
人
編
『
新
・
裁
判
実
務
体
系
第
三
巻　

国
際
民
事
訴
訟
法
〔
財
産
法
関
係
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
五
九
頁
以
下
参
照
。

現
行
民
訴
法
に
お
い
て
も
、
国
内
土
地
管
轄
規
定
は
四
条
以
下
で
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。

最
判
平
成
九
年
一
一
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
一
〇
号
四
〇
五
五
頁
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
事
件
判
決
）
参
照
。

特
段
の
事
情
論
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
野
村
美
明
「
日
米
裁
判
管
轄
法
理
の
比

較
枠
組
み
」
阪
大
法
学
五
二
巻
三
・
四
号
六
六
一
～
六
六
二
頁
お
よ
び
後
掲
注
（
22
）
参
照
。

民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則
（Council Regula-

tion (EC) N
o. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcem

ent of Judgm
ents in Civil and Com

m
ercial M

at-
ters (

“Brussels I

”), O
.J. L 12, January 16, 2001, p. 1.

）。
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
三
〇
日
民
事
及
び
商
事
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
判
決
の

承
認
執
行
に
関
す
る
ル
ガ
ノ
条
約
（Convention on jurisdiction and the recognition and enforcem

ent of judgm
ents in civil and 

com
m

ercial m
atters, O

.J. L 339, D
ecem

ber 21, 2007, p. 3.

）（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
三
〇
日
ル
ガ
ノ
で
署
名
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日

発
効
）
も
参
照
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
前
の
条
約
は
、
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
一
九
六
八
年

ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
（「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
」）（O

.J. C 27, January 26, 1998 (consolidated version), pp. 1-27.

）
で
あ
る
。

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）



被告の事業活動に基づく国際裁判管轄

（阪大法学）63（6-27）　1731〔2014. 3 〕

野
村
前
掲
注
（
6
）
二
一
四
頁
参
照
。

民
事
訴
訟
法
及
び
民
事
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
法
律
第
三
六
号
、
平
成
二
四
年
一
月
一
日
施
行
）。

民
事
訴
訟
法
第
一
編
第
二
章
第
一
節
「
日
本
の
裁
判
所
の
管
轄
権
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
改
正
さ
れ
た
管
轄
規
定
に
つ
い
て
は
、
道
垣

内
正
人
「
日
本
の
新
し
い
国
際
裁
判
管
轄
立
法
に
つ
い
て
」
国
際
私
法
年
報
一
二
号
（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
六
頁
参
照
。

重
要
な
例
外
は
、
七
条
の
規
定
及
び
三
条
の
六
に
お
け
る
新
た
な
ル
ー
ル
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
、
併
合
請
求
に
お
け
る
管
轄
権
で
あ
る
。

ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
六
条
一
項
（
主
観
的
併
合
）
と
比
較
せ
よ
。

後
掲
注
（
27
）
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
本
稿
で
「
外
国
法
人
等
」
と
い
う
と
き
に
は
外
国
会
社
を
念
頭
に
お
い
て
用
い
て
い
る
。

民
訴
法
三
条
の
九
は
、
管
轄
権
が
存
在
す
る
場
合
に
訴
え
の
却
下
を
認
め
る
点
で
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
日
本
の
国
際
裁
判
管

轄
の
存
在
を
否
定
し
て
訴
え
を
却
下
す
る
従
来
の
判
例
理
論
に
比
べ
て
、
米
国
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
に
い
っ
そ

う
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
野
村
前
掲
注
（
12
）
六
六
一
～
六
六
二
頁
参
照
。

最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
六
日
判
決
、
民
集
三
五
巻
七
号
一
二
二
四
頁
。

最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
九
年
一
一
月
一
一
日
判
決
、
民
集
五
一
巻
一
〇
号
四
〇
五
五
頁
。

例
え
ば
、
東
京
地
裁
昭
和
五
七
年
九
月
二
七
日
（
Ｋ
Ｌ
Ｍ
事
件
）
中
間
判
決
、
法
律
時
報
一
〇
七
五
号
一
三
七
頁
（
一
九
八
三
年
）
参
照
。

原
告
は
、
被
告
航
空
会
社
に
よ
っ
て
運
行
さ
れ
た
マ
レ
ー
シ
ア
国
内
線
の
墜
落
事
故
に
よ
る
被
害
者
の
一
人
の
妻
お
よ
び
二
人
の
子
供
で

あ
っ
た
。
原
告
は
、
損
害
賠
償
を
求
め
て
、
名
古
屋
地
方
裁
判
所
に
被
告
に
対
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

被
告
と
な
る
べ
き
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
社
団
又
は
財
団
に
は
、
外
国
法
人
の
他
に
も
権
利
能
力
な
き
社
団
の
よ
う
な
も
の
も
含
む
（
民

訴
法
二
九
条
参
照
）
が
、
日
本
に
お
け
る
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
の
存
在
を
根
拠
と
す
る
一
般
的
な
国
際
裁
判
管
轄
の
議
論
の
対
象
は
、
も
っ

ぱ
ら
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
外
国
会
社
（
民
法
三
五
条
一
項
お
よ
び
会
社
法
二
条
二
号
お
よ
び
八
一
七
条
以
下
参
照
）
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
外
国
会
社
は
法
人
に
限
ら
な
い
（
会
社
法
二
条
二
号
参
照
）。
本
稿
で
は
、
断
ら
な
い
限
り
、「
外
国
法
人
等
」
と
は
外
国
会
社
を
念
頭

に
お
い
て
用
い
て
い
る
。

旧
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
律
第
二
九
号
）
九
条
を
現
代
語
化
し
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
一
〇
九
号
）
五
条
五
号
は
、
事

務
所
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
に
対
す
る
訴
え
は
、「
そ
の
事
務
所
又
は
営
業
所
に
お
け
る
業
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
」
当

該
事
務
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
た
。
五
条
五
号
は
、
現
行
の
民
事
訴
訟
法

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）
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（
平
成
二
三
年
改
正
）
に
お
い
て
は
、
国
内
管
轄
規
定
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

池
原
季
雄
「
国
際
裁
判
管
轄
権
」
鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
監
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
七　

国
際
民
事
訴
訟
・
会
社
訴
訟
』（
日
本
評

論
社
、
一
九
八
二
年
）
二
三
頁
。
論
文
の
第
一
版
は
池
原
季
雄
、
平
塚
誠
「
渉
外
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
管
轄
」
鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
監
『
実

務
民
事
訴
訟
講
座
〈
第
六
〉』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
一
二
頁
以
下
で
あ
る
。
道
垣
内
正
人
「
前
注　
〔
国
際
裁
判
管
轄
〕」
新
堂
幸
司
、
小

島
武
司
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
⑴ 

裁
判
所
・
当
事
者
⑴
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）、
八
六
頁
、
一
一
一
頁
、
一
二
五
頁
も
参
照
。

N
ygh &

 Pocar,

前
掲
注
（
7
）, p. 58 

参
照
。

281 N
.Y

.S. 2d 41 and 19 N
.Y

. 2d 533 (1967).

ロ
ン
ド
ン
の
ホ
テ
ル
の
バ
ス
タ
ブ
で
転
倒
し
て
怪
我
を
負
っ
た
原
告
が
、
人
身
傷
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
を
求
め
て
、
ホ
テ
ル
に
対
す

る
訴
訟
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
提
起
し
た
。
ホ
テ
ル
は
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
有
効
な
送
達
を
受
け
、
共
通
の
予
約
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
「
継
続
的
事
業
を
行
っ
て
い
た
（
“doing business

”）」
た
め
、
管
轄
が
無
い
こ
と
を
理
由
に
原
告
の
訴
え
を
却
下
す
る
よ
う
に
求

め
た
ホ
テ
ル
側
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

野
村
前
掲
注
（
6
）
二
一
四
、
二
五
五
～
二
五
六
頁
参
照
。M

asato D
ogauchi, 

“The H
ague D

raft Convention on Jurisdiction 
and Foreign Judgm

ents in Civil and Com
m

ercial M
atters from

 a Japanese Perspective,

”『
国
際
私
法
年
報
』
三
号
（
二
〇
〇

一
年
）
一
一
七
頁
注
（
65
）
は
、
日
本
版doing business

管
轄
と
し
て
、
条
約
上
禁
止
さ
れ
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
。

マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
は
、
事
業
者
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
消
費
者
で
あ
る
乗
客
の
相
続
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
（Frum

m
er

事
件
は
同
じ
よ
う
な
事
案
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
）、
乗
客
が
契
約
の
締
結
時
に
そ
の
住
所
を
日
本
に

置
い
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
乗
客
の
相
続
人
が
訴
え
の
提
起
時
に
日
本
に
住
所
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
、
現
在
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事

件
判
決
は
、
消
費
者
契
約
に
関
す
る
管
轄
ル
ー
ル
（
民
訴
三
条
の
四
第
一
項
）
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
佐
藤
達
文
・
小
林

康
彦
『
一
問
一
答　

平
成
二
三
年
民
事
訴
訟
法
改
正
‐
国
際
裁
判
管
轄
法
制
の
整
備
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
）
三
三
頁
、
注
3
参
照
。

平
成
一
四
年
改
正
前
商
法
四
七
九
条
一
項
は
、「
外
国
会
社
ガ
日
本
二
於
テ
取
引
ヲ
継
続
シ
テ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
日
本
ニ
於
ケ
ル
代
表

者
ヲ
定
メ
其
ノ
住
所
又
ハ
其
ノ
他
ノ
場
所
ニ
営
業
所
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。

Fuld

裁
判
長
の
意
見
か
ら
、Frum

m
er

事
件
に
お
け
る
被
告
は
認
可
さ
れ
て
い
な
い
会
社
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の

点
はBryant v. Finnish N

at. A
irline, 15 N

.Y
. 2d 426, 429 (1965

）
に
お
い
て
は
明
ら
か
で
あ
る
。Bryant

事
件
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）
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在
住
の
原
告
が
、
被
告
の
航
空
機
の
事
故
に
よ
り
パ
リ
の
空
港
で
傷
害
を
受
け
た
と
主
張
し
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
航
空
会
社
を
不
法
行
為
で

訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
事
業
を
行
う
認
可
を
得
て
い
な
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
被
告
の
小
さ
な
事

務
所
は
、
被
告
の
航
空
便
の
チ
ケ
ッ
ト
を
販
売
せ
ず
、
運
賃
の
支
払
い
も
受
け
て
お
ら
ず
、
少
数
の
従
業
員
の
み
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
誰

も
が
被
告
の
役
員
ま
た
は
取
締
役
で
は
な
か
っ
た
が
、
裁
判
所
は
事
業
活
動
（doing business

）
に
よ
る
裁
判
管
轄
を
認
め
た
。

野
村
美
明
「
ア
メ
リ
カ
の
州
裁
判
管
轄
理
論
の
構
造
と
動
向
」
阪
大
法
学
四
九
巻
三
・
四
号
三
七
七
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
三
九
八
～

四
〇
二
頁
参
照
。Burnham

 v. Superior Court of California, 495 U
.S. 604, 110 S. Ct. 2105 (1990). See also W

einstein, K
orn &

 
M

iller, N
ew

 Y
ork Civil Practice: Civil Practice Law

 and R
ules (2011), §301.11.

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
つ
ぎ
のPerkins

判
決
に
お
い
て
、
外
国
会
社
の
州
内
に
お
け
る
事
業
活
動
が
そ
の
よ
う
な
裁

判
管
轄
を
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
ほ
ど
に
「
継
続
的
か
つ
組
織
的
」
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
外
国
会
社
の
州
内
で
行
わ
れ
て
い
る
事
業

か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
訴
訟
原
因
に
つ
い
て
、
継
続
的
事
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（doing business

）
に
基
づ
い
て
州
が
管
轄
権
を
行

使
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。Perkins v. Benguet Consolidated M

ining Co., 342 U
.S. 437 (1952).

こ
れ
は
、International Shoe 

Co. v. W
ashington, 326 U

.S. 310 (1945).

に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
は
、G

oodyear D
unlop T

ires O
per-

ations, S.A
. v. Brow

n, 131 S. Ct. 2846 (2011)

に
お
い
て
、Perkins

判
決
お
よ
び
こ
れ
に
依
拠
す
る
後
掲
注
（
79
）H

elicopteros N
a-

cionales de Colom
bia, S.A

. v. H
all, 466 U

.S. 40 (1984)

の
基
準
を
適
用
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、「『
継
続
的
か

つ
組
織
的
な
一
般
的
事
業
関
連
』
の
要
件
は
、
請
求
が
被
告
と
州
と
を
関
連
付
け
る
い
か
な
る
事
情
と
も
無
関
係
な
場
合
に
ノ
ー
ス
カ
ロ
ナ
イ

ナ
州
に
裁
判
権
の
行
使
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
被
告
と
州
と
の
希
薄
な
関
係
で
は
、
こ
の
要
件
を
充
足
し
な
い
。」131 S. Ct. 

2857.W
einstein, K

orn &
 M

iller, supra note 37, para. 301.16.　

実
際
に
は
、
人
の
常
居
所
地
や
州
に
よ
る
事
業
許
可
ま
た
は
州
内
に
お

け
る
事
業
活
動
（doing business

）
と
い
っ
た
管
轄
原
因
は
、
継
続
的
な
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
（
同
書
、para. 301.11.

）。
一
般
的
に
、

Gary Born &
 Peter Rutledge, International Civil Litigation in U

nited States Courts (5th ed., 2011), pp. 108–137

を
参
照
。

神
田
秀
樹
『
会
社
法　

第
一
四
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
三
六
四
頁
参
照
。

日
本
に
お
け
る
代
表
者
は
外
国
会
社
の
従
業
員
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
弁
護
士
を
指
名
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
る
。
始
関
正
光
「
平

成
一
四
年
改
正
商
法
の
解
説
（
四
・
完
）」
民
事
月
報
五
八
巻
二
号
八
、
五
一
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）
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現
行
会
社
法
を
制
定
す
る
平
成
一
七
年
法
律
第
八
六
号
に
よ
る
全
面
改
正
前
の
商
法
（
明
治
三
二
年
法
律
第
四
八
号
）
四
七
九
条
を
参
照
。

平
成
一
七
年
法
律
第
八
六
号
。

大
判
明
二
八
（
一
八
九
五
）
年
二
月
一
五
日
民
録
一
一
輯
一
七
五
頁
は
、
同
旨
を
定
め
て
い
た
当
時
の
商
法
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
、

外
国
会
社
が
わ
が
国
に
支
店
を
設
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
設
け
な
い
場
合
よ
り
も
わ
が
国
に
お
い
て
そ
の
会
社
に
関
す
る
法
律
関
係
を
生
ず
る

こ
と
が
頻
繁
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
公
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
わ
が
国
に
在
住
す
る
者
と
そ
の
外
国
会
社
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
あ
た

か
も
わ
が
国
に
お
い
て
会
社
を
設
立
し
た
場
合
と
同
様
の
取
り
扱
い
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
野
村
論
文
前
掲
注
（
12
）
四

七
～
四
八
頁
参
照
。

後
述
の
三
条
の
三
第
四
号
の
立
法
過
程
で
な
さ
れ
た
国
内
土
地
管
轄
規
定
か
ら
の
推
論
（
逆
推
知
）
と
比
較
せ
よ
。

国
際
裁
判
管
轄
の
目
的
か
ら
は
、
日
本
に
お
い
て
事
業
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
擬
似
外
国
会
社
は
、
日
本
に
本
店
を
有
す
る

内
国
会
社
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
会
社
法
八
二
一
条
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
擬
似
外
国
会
社
は
、
三
条
の
二
第
三
項

の
一
般
的
な
管
轄
に
従
う
こ
と
に
な
る
。

新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
九
七
頁
は
、
五
条
五
号
か
ら
三
条
の
三
第
四
号
へ
推
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

前
掲
注
（
29
）
本
文
参
照
。

民
集
三
五
巻
七
号
一
二
二
四
頁
参
照
。

平
成
二
一
年
九
月
四
日
法
制
審
議
会
国
際
裁
判
管
轄
法
制
部
会
第
一
一
回
会
議
議
事
録
参
照
。

佐
藤
＝
小
林
・
前
掲
注
（
34
）
三
二
頁
注
4
参
照
。

谷
口
安
平
・
井
上
治
典
編
『
新
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

民
事
訴
訟
法
一
』
9
条
概
説
〔
春
日
偉
知
郎
〕（
三
省
堂
、
一
九
九
三
年
）
一

三
六
頁
参
照

ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
五
条
五
項
参
照
。

渡
辺
惺
之
「
第
一
章　

前
注
・
国
際
裁
判
管
轄
」
前
掲
書
注
（
52
）
七
一
頁
参
照
。
ま
た
、
田
中
美
穂
「
横
浜
地
判
平
成
一
八
年
六
月
一

六
日Lexis

判
例
速
報07091

」Lexis

判
例
速
報
第
一
九
号
七
一
頁
（<legal.lexisnexis.jp>

に
て
入
手
可
能
）
も
参
照
。

道
垣
内
前
掲
注
（
19
）
二
一
〇
頁
、
注
23
も
同
旨
。

本
文
の
説
明
は
佐
藤
＝
小
林
・
前
掲
注
（
34
）
五
四
頁
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
前
掲
書
は
業
務
を
「
営
業
所
等
に
お
い
て
事
業
に
関
連

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）

（
56
）
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し
て
」
な
さ
れ
る
も
の
と
説
明
す
る
点
で
本
文
と
異
な
る
。
本
文
の
説
明
は
、
訴
え
に
係
る
日
本
に
お
け
る
業
務
と
日
本
で
行
わ
れ
る
事
業
と

の
関
連
性
を
求
め
な
い
後
掲
注
（
61
）
の
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
事
業
の
定
義
は
一
般
の
法
令
用
語
の
意
味
と
変
わ
ら
な
い
。

平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
法
制
審
議
会
国
際
裁
判
管
轄
法
制
部
会
第
二
回
会
議
議
事
録
参
照
。
ま
た
、
同
部
会
資
料
8
「
国
際
裁
判
管

轄
法
制
に
関
す
る
検
討
事
項
（
1
）」
に
お
け
る
【
基
本
設
例
】
も
参
照
。

前
掲
注
資
料
8
【
基
本
設
例
】
4
か
ら
作
成
し
た
。

始
関
前
掲
注
（
41
）
参
照
。

平
成
二
一
年
一
〇
月
三
〇
日
法
制
審
議
会
国
際
裁
判
管
轄
法
制
部
会
第
一
三
回
会
議
、
資
料
23
「
国
際
裁
判
管
轄
法
制
に
関
す
る
個
別
論

点
の
検
討
（
3
）」
論
点
4
本
文
②
に
関
す
る
補
足
説
明
中
の
設
例
か
ら
作
成
し
た
。

法
制
審
議
会
事
務
局
は
、
前
掲
注
「
国
際
裁
判
管
轄
法
制
に
関
す
る
個
別
論
点
の
検
討
（
3
）」
に
お
け
る
論
点
4
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

た
。「
こ
の
点
、
第
11
回
部
会
で
は
、
日
本
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
行
う
者
が
日
本
に
お
い
て
行
っ
た
業
務
で
あ
れ
ば
、
上
記
設
例
の
よ

う
に
単
発
で
行
っ
た
取
引
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
多
数
で
あ
っ

た
。
本
文
②
［
中
間
試
案
第
二
の
四
②
で
あ
り
三
条
の
三
第
五
号
と
な
っ
た
案
］
も
同
様
の
理
解
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
②
の
「
そ
の

者
の
日
本
に
お
け
る
業
務
に
関
す
る
も
の
」
と
の
文
言
は
、
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
業
務
（
上
記
設
例
に
お
け
る
機
械
販
売
業
）
に
限
定
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
文
言
に
つ
い
て
は
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。」
な
お
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
国
際
裁
判
管
轄

法
制
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
平
成
二
一
年
七
月
一
七
頁
は
、
訴
え
に
係
る
取
引
と
被
告
の
日
本
に
お
け
る
事
業
と
の
関
連
性
を
要

件
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
と
す
る
。

前
掲
注
（
61
）
参
照
。

道
垣
内
前
掲
注
（
19
）
一
九
五
頁
の
設
例
か
ら
作
成
し
た
。
部
会
資
料
8
前
掲
注
（
57
）
一
四
頁
（
参
考
）
参
照
。

道
垣
内
前
掲
注
（
19
）
お
よ
び
部
会
資
料
8
前
掲
注
（
63
）
参
照
。

中
間
試
案
の
補
足
説
明
、
前
掲
注
（
61
）
第
二
の
4
、
お
よ
び
個
別
論
点
の
検
討
（
3
）
前
掲
注
（
60
）
参
照
。

道
垣
内
前
掲
注
（
19
）
一
九
四
～
一
九
五
頁
参
照
。

こ
の
規
定
の
目
的
論
的
解
釈
は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
五
項
に
つ
い
て
、

SA
R

 Schotte G
m

bH
 v. Parfum

s R
othschild SA

R
L, Case 218/86 [1987] ECR 4905

判
決
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
当
該
規

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
63
）

（
64
）

（
65
）

（
66
）

（
67
）
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定
は
、「
あ
る
締
約
国
で
設
立
さ
れ
た
法
人
が
、
他
の
締
約
国
に
お
い
て
従
属
的
な
支
店
、
代
理
店
ま
た
は
そ
の
他
の
拠
点
を
維
持
し
て
は
い

な
い
が
、
当
該
他
の
締
約
国
で
、
同
一
の
名
称
お
よ
び
同
一
の
管
理
体
制
を
有
す
る
独
立
し
た
会
社
で
あ
っ
て
、
同
じ
名
称
で
交
渉
し
、
事
業

を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
当
該
法
人
が
そ
れ
を
自
ら
の
延
長
と
し
て
用
い
て
い
る
会
社
を
通
じ
て
活
動
を
行
う
よ
う
な
事
案
に
適
用
さ
れ
る
と
解

釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。See also Jam

es Faw
cett, Janeen Carruthers &

 Peter N
orth eds., Cheshire, N

orth &
 Faw

cett: 
Private International Law

 (14th ed., 2008), pp. 258–300.
野
村
美
明
「
事
務
所
・
営
業
所
の
管
轄
権
」
高
桑
章
、
道
垣
内
正
人
編
『
新
・
裁
判
実
務
体
系
第
三
巻　

国
際
民
事
訴
訟
法
〔
財
産
法
関

係
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
六
九
頁
、
七
一
～
七
三
頁
を
参
照
。

前
掲
注
（
54
）
の
本
文
を
参
照
。

N
ygh &

 Pocar,
前
掲
注
（
7
）
五
七
頁
は
、
ハ
ー
グ
条
約
準
備
草
案
に
お
け
る
「
支
店
、
代
理
店
ま
た
は
そ
の
他
営
業
所
」
に
つ
い
て
、

子
会
社
は
、
被
告
の
代
理
人
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
告
に
対
す
る
管
轄
を
引
き
寄
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。
ま

た
、SA

R
 Schotte G

m
bH

 v. Parfum
s R

othschild SA
R

L

判
決
を
引
用
し
て
、
親
会
社
が
「
法
人
の
境
界
（corporate boundar-

ies

）
を
軽
視
し
た
場
合
（「
分
身
」
ま
た
は
会
社
の
「
仮
装
」）」
に
同
様
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、

前
掲
注
（
66
）
を
参
照
。

子
会
社
を
親
会
社
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
と
み
な
す
機
能
的
同
等
性
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
下
級
裁
判
所
で
は
採
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

渡
辺
、
田
中
前
掲
注
（
54
）
参
照
。
そ
れ
に
対
し
て
、
法
人
格
否
認
の
法
理
を
裁
判
管
轄
の
解
釈
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
裁
判
所

に
と
っ
て
抵
抗
が
大
き
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
京
地
裁
平
成
一
九
年
一
一
月
二
八
日
判
決
（
法
人
格
を
否
認
す
る
に
は
証
拠
が
不
十
分

で
あ
っ
た
）（<legal.lexisnexis.jp>

に
て
取
得
可
能
）、
横
浜
地
裁
平
成
一
八
年
六
月
一
六
日
判
決
（
判
例
時
報
一
九
四
号
一
二
四
頁
、
二

〇
〇
六
年
）（
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
日
本
の
会
社
を
被
告
の
“Branch

”ま
た
は
“Subsidiary

”と
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
日
本
の
会

社
は
被
告
外
国
会
社
の
事
務
所
ま
た
は
営
業
所
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
）
を
参
照
。

道
垣
内
前
掲
注
（
19
）
一
九
五
頁
も
同
旨
。

長
田
真
里
「
国
際
裁
判
管
轄
規
定
の
立
法
と
国
際
取
引
へ
の
影
響
」
国
際
商
取
引
学
会
年
報
一
三
号
二
〇
八
頁
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

「
事
業
」
と
「
業
務
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
56
）
お
よ
び
そ
の
本
文
参
照
。

事
業
の
反
復
か
つ
継
続
的
な
性
質
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
56
）
本
文
を
参
照
。

（
68
）

（
69
）

（
70
）

（
71
）

（
72
）

（
73
）

（
74
）

（
75
）
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前
掲
注
（
36
）
以
下
の
本
文
参
照
。

野
村
前
掲
注
（
37
）
お
よ
びW

einstein, K
orn &

 M
iller

前
掲
注
（
37
）
お
よ
び
前
掲
注
（
36
）～（
39
）
お
よ
び
そ
の
本
文
のFrum

-
m

er

事
件
お
よ
びBryant

事
件
に
関
す
る
議
論
を
参
照
。

前
掲
注
（
30
）
以
下
の
本
文
を
参
照
。

一
九
七
一
年
抵
触
法
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
四
七
条
二
項
（R
estatem

ent, 2d, Conflict of Law
s §47 (2) (1971).

）。
邦
訳
（
四
）

前
掲
注
（
6
）
民
商
七
四
巻
二
号
三
三
五
～
三
三
六
頁
［
川
又
良
也
］
参
照
。
三
五
条
一
項
は
、
個
人
に
つ
い
て
同
様
の
効
果
を
定
め
る
。
前

掲
注
（
38
）Perkins v. Benguet Consolidated M

ining Co.

判
決
も
参
照
。H

elicopteros N
acionales de Colom

bia, S.A
. v. H

all 
466 U

.S. 40 (1984)
判
決
は
、Perkins

判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
法
廷
地
と
の
「
継
続
的
か
つ
組
織
的
な
（continuous and system

at-
ic

）」
関
連
を
要
件
と
す
る
一
般
管
轄
の
基
準
を
再
確
認
し
、
被
告
と
法
廷
地
と
の
関
連
（contact

）
は
当
該
基
準
を
満
た
さ
な
い
と
判
断
し

た
。H

elicopteros

判
決
は
、International Shoe

判
決
以
前
の
「
継
続
的
事
業
活
動
（doing business

）」
に
関
す
る
判
決
は
、
一
般
管

轄
権
を
行
使
す
る
先
例
と
し
て
引
き
続
き
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め
た
点
で
意
義
が
あ
る
。

こ
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
小
文
字
で
始
ま
る
“state

”と
い
う
言
葉
は
、
国
も
州
も
含
む
の
で
、
米
国
の
州
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る

判
例
法
を
さ
ら
に
一
般
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。
国
家
管
轄
権
の
意
味
で
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
定
式
化
し
た
合
衆
国
対
外
関
係
法
リ
ス
テ

イ
ト
メ
ン
ト
（Restatem
ent (T

hird) of the Foreign Relations Law
 of the U

nited States (1987)

四
二
一
条
（
2
）（
ｈ
）
は
「
自

然
人
で
あ
れ
法
人
で
あ
れ
、
そ
の
者
が
そ
の
国
家
に
お
い
て
継
続
的
に
事
業
を
営
む
と
き
」
は
、
そ
の
国
家
の
裁
判
権
行
使
は
相
当
で
あ
る
と

す
る
。
ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）「
ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
四
）」
国
際
法
外
交

雑
誌
八
九
巻
二
号
五
三
頁
（
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
前
掲
注
参
照
。

N
ew

 Y
ork CPLR

, supra note 36, §302

（
ａ
）（
1
）。
事
業
活
動
（doing business

）
の
よ
う
な
判
例
法
を
拡
張
す
る
た
め
の

0

0

0

0

0

0

0

制
定

法
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ン
グ
ア
ー
ム
法
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
翻
訳
お
よ
び
解
説
は
、
野
村
前
掲
注
（
6
）
二
一
八
頁
以
下
参
照
。

George Reiner and Co. v. Schw
artz, 41 N

.Y
.2d 648, 363 N

.E.2d 551 (1977).

こ
の
よ
う
な
個
別
の
取
引
活
動
に
基
づ
く
裁
判
権

行
使
は
合
衆
国
最
高
裁
の
判
例
上
も
正
当
化
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
判
例
の
紹
介
と
説
明
は
、
野
村
前
掲
注
（
6
）
二
二
三
～
二
二
五
頁

参
照
。

（
76
）

（
77
）

（
78
）

（
79
）

（
80
）

（
81
）

（
82
）

（
83
）



論　　　説

（阪大法学）63（6-34）　1738〔2014. 3 〕

な
お
、
併
合
請
求
に
お
け
る
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
20
）
を
参
照
。

逆
推
知
説
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
68
）
以
下
の
本
文
を
参
照
。

前
掲
注
（
60
）
の
本
文
参
照
。

二
1　

外
国
法
人
等
に
対
す
る
一
般
管
轄
権
の
廃
止
お
よ
び
前
掲
注
（
56
）～（
59
）
の
本
文
参
照
。

前
掲
注
（
26
）
か
ら
（
29
）
の
本
文
お
よ
び
（
48
）
の
本
文
を
参
照
。

前
掲
注
（
68
）
か
ら
（
69
）
の
本
文
参
照
。

前
掲
注
（
67
）
か
ら
（
70
）
の
本
文
参
照
。

前
掲
注
（
76
）
か
ら
（
83
）
の
本
文
参
照
。

前
掲
注
（
22
）
参
照
。

野
村
前
掲
注
（
12
）
六
三
～
六
八
頁
参
照
。

道
垣
内
前
掲
注
（
19
）
二
〇
三
頁
は
、
専
属
管
轄
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
は
三
条
の
九
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
比
較
し
て
、
三

条
の
二
の
普
通
裁
判
籍
の
場
合
に
は
三
条
の
九
は
一
応
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
と
い
う
。

（
後
注
）本

稿
は
、Y

oshiaki N
om

ura, 

“Activity-based Jurisdiction of Japanese Courts

─A
 Bold but U

nnecessary D
eparture

―,

”

Japanese Y
earbook of International Law

 V
ol. 55 pp263-286 (2013)

を
も
と
に
、
日
本
語
の
読
者
向
き
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ａ
）「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
の
規
律
の
相
互
作
用
・
補
完
の
研
究

─
取
引
実
態
・
契
約
書
・
法
」（Research Project N

um
ber: 25245008

）
の
補
助
を
受
け
た
。
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